
昭島都市計画土地区画整理事業の変更 

都市計画中神土地区画整理事業を次のように変更する。 

名称 中神土地区画整理事業 

面積 約９６．９ｈａ 

公

共

施

設

の

配

置 

道 路 

種別 名   称 規  模 備  考 

幹線街路 
３・４・９号 

八王子村山線 
別に定める都市計画のとおり 既設 

幹線街路 
３・４・15号 

中神駅北口線 
別に定める都市計画のとおり 既設 

幹線街路 
３・４・16号 

諏訪松中通り 
別に定める都市計画のとおり 既設 

幹線街路 
３・５・４号 

中新畑上ノ原線 
別に定める都市計画のとおり 既設 

幹線街路 
３・５・７号 

武蔵野通り 
別に定める都市計画のとおり 既設 

公園及

び緑地 

種別 名   称 面   積 備     考 

街区公園 
２・２・３号 

南文化公園 

約０．４９ｈａのうち 

約０．２０ｈａ 
 

街区公園 
２・２・８号 

富士見公園 

約 

０．３０ｈａ 
既設 

街区公園 
２・２・５号 

北文化公園 

約 

０．８４ｈａ 
既設 

近隣公園 
３・３・３号 

美ノ宮公園 

約 

１．６０ｈａ 
既設 

街区公園 
２・２・19号 

日ノ出台公園 

約 

０．３０ｈａ 
既設 

宅地の整備

方針 

 
良好な住環境を維持・保全するとともに、生活利便施設の立地を促進し、安全で安心して快適 

な都市生活を送れるまちづくりの早期実現を図るべく整備を行う。 

 

「施行区域は、計画図表示のとおり」 

 

理 由 

本事業は、安全で安心して快適な都市生活を送れるまちづくりの早期実現を図るた

め、また事業計画の変更を受けて、区域の変更をするものである。 

 

区 域 

昭島市武蔵野、つつじが丘、築地町、中神町、宮沢町及び大神町各地内 

 

 

 

 

 

諮問第１号 



 変更概要 

中神土地区画整理事業 

 

施

行

区

域 

 縮小する区域 

昭島市つつじが丘、中神町、宮沢町及び大神町の各一部 

変更後の区域 

昭島市武蔵野、つつじが丘、築地町、中神町、宮沢町及び大神町各地内 

事   項 旧 新 比較増△減 摘  要 

施行区域面積 約 144.7ha 約 96.9ha △約 47.8ha 区域縮小による変更 

 

公

共

施

設

の

配

置 

公 

園 

南文化公園 約 0.49ha 
約 0.49haの 

うち約 0.20ha 
△約 0.29ha 

一部、都市公園整備事

業による整備に変更 

新畑公園 約 0.58ha ― △約 0.58ha 
都市公園整備事業に

よる整備に変更 

武蔵公園 約 0.29ha ― △約 0.29ha 
事業見直しによる 

廃止 

 

（参考） 

 

中神土地区画整理事業の概要 

 

１．施行区域  昭島市武蔵野三丁目の全部、 

昭島市中神町、宮沢町、大神町、築地町、武蔵野二丁目及び 

つつじが丘一丁目から三丁目の各一部 

 

２．施行面積   ９６．９ｈａ （変更後） 

        １４４．７ｈａ （変更前） 

 

３．施行者   昭島市 

 

４．事業費概算 １６，４５９，５５１千円 （変更後） 

        ２１，３９９，７６０千円 （変更前） 



変 更 箇 所
凡　例

変更箇所
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立川市

昭島市

旧第三工区

第ニ工区
（旧第二工区駅前ブロック)

第一工区
(換地処分済)

旧第二工区北ブロック

旧第二工区西ブロック

武蔵公園
（廃止）

新畑公園
（公園整備事業に変更）

南文化公園
（一部公園整備事業に変更）
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都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称  

昭島都市計画土地区画整理事業 中神土地区画整理事業 

 

２ 理由 

本事業区域は、中神駅の北側一帯に広がり、都市計画区域マスタ

ープランにおいて、多摩広域拠点域の生活の中心地に位置付けられ、

地域の将来像として、駅北側は土地区画整理事業の進行に伴い、魅

力的な商業・業務地を形成するとともに良好な居住環境の形成を図

ることとしている。昭島市都市計画マスタープランにおいては、環

境に配慮した生産・流通ゾーン及び快適な都市生活を創るゾーンと

して位置付けられている。  

本区域は、昭和 39 年に中神土地区画整理事業として事業認可を受

け、第一工区は昭和 62 年に整備が完了し、第二工区の駅前ブロック

は都市計画道路をはじめとした道路整備や宅地造成が進められ完了

に近づいてきているが、残る第二工区北ブロック、西ブロックにつ

いては仮換地指定に至っておらず、第三工区についても事業認可以

降未着手の状況にあり、事業の長期化が課題となっていた。  

少子超高齢社会の進行や事業認可時と比べ著しく宅地化が進行し

ている等の現況を踏まえると、地権者にとって土地利用の制限等の

負担につながる、事業の更なる長期化は避けられないことから、市

街地整備状況の評価や、地権者の意向調査等を行って土地区画整理

事業のあり方について検討を行い、未着手の区域については、令和

３年５月の中神駅北側地域整備構想で他の整備手法に変更する方針

が定められた。令和４年９月には、安全で安心して快適な都市生活

を送れるまちづくりの早期実現を目標として具体的な方針等を示し

た中神駅北側地域整備計画が策定され、その後、令和５年２月に本

事業計画の変更について認可されて、未着手の区域は事業計画区域



から除外されたところである。  

今後、中神駅北側地域整備計画の目標を実現するための地区計画

の決定を目指し、事業計画の変更にあわせ、土地区画整理事業の変

更を行うものである。  


